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※銀行、信金・信組、労金、農協、

漁協及びその連合会、農林中金

「貸付条件の変更等」とは、元
本の返済猶予を意味するので
すか。

それだけではありません。元本の

返済猶予以外にも、例えば、返済

期間の延長や、旧債の借換えな

ど、債務の弁済負担の軽減を行う

すべての措置が含まれます。

金融機関に「貸付条件の変更
等」を申し込みましたが、応
じてもらえませんでした。

他の取引金融機関や、信用保証協

会等に相談してみましょう。この

法律は、各金融機関が、他の金融

機関や信用保証協会、政府関係金

融機関等との連携を図るよう求

めています。

政府系金融機関等にも「貸付
条件の変更等」を申し込むこ
とができますか。

お申し込みできます。政府関係金

融機関や信用保証協会に対して

は、従来から、貸付条件の変更

等に柔軟に対応するよう監督官

庁より要請が行われています。ま

た、セーフティネット貸付や緊急

保証制度など、新規融資につなが

る制度も使えます。

「貸付条件の変更等」を受けた
ことを理由に、新規融資を断
られることはありませんか。

そのようなことはありません。個

別の融資は各金融機関が借り手

の信用力等を踏まえて判断しま

すが、貸付条件の変更等の履歴が

あることのみを理由に新規融資

を拒絶することがないよう、金融

庁より金融機関に対し検査・監督

が行われます。

金融円滑化

Ｑ＆Ａ

「中小企業円滑化法」によって、「貸付条件の変更等」を受け
られると聞きましたが。

まずは、ご利用の金融機関にご相談ください。今後の経営改善計画、

返済計画を検討した上で、その実現に必要な貸付条件の変更等を

行うことになります。また、経営改善計画がなくても、１年以内

に計画を策定できると見込まれれば、先に貸付条件の変更等を行

った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできます。

金融円滑化のため、

政府はできる限りの支援を行います。

皆さんで力を合わせ、

困難を乗り越えましょう！

「貸付条件の変更等」とは、元
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「明日の安心と成長のための緊急経済対策」として

おもに下記の金融対策が盛り込まれています。

今後の金融対策は？
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もちろんです。「中小企業金融円滑化法」

の施行を受け、当行では、返済のご相談

に従来以上に前向きに応じております。
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がんばっている皆さんを支援します！

東西銀行

東西銀行

南北銀行

①

②

③
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貸付等の延長・拡充
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「景気対応緊急保証」の
創設

平成２２年１月２８日

第２次補正予算が成立

● 中小企業金融円滑化法について

 ＜金融庁＞ ０３－３５０６－６０００（代表）

  ＨＰ http://www.fsa.go.jp/

● 信用保証制度等、公的金融について

 ＜中小企業庁金融課＞　 ０３－３５０１－６２８０

 ＜中部経済産業局＞　 ０５２－９５１－２７４８

まずは、ご利用の金融機関にご相談ください。

困ったらどこに相談すればよいですか？




